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核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６４条の３第２項に基づき，

「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」の変更認可を原子力規制
委員会に申請

変更事由：

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の
方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則」の制定に伴う品質保証
計画の変更

変更箇所：

Ⅲ章第１編（１号炉，２号炉，３号炉及び４号炉に係る保安措置）

第２編（５号炉及び６号炉に係る保安措置）

主な変更内容（Ⅲ章第1編，第2編共通）

安全文化醸成活動に関する仕組みを品質マネジメントシステムへ取り込むこと

インフラストラクチャーの管理の追加など


